
平成２５年度税制改正（地方税）要望事項 
（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No １８ 府 省 庁 名 農林水産省 

対象税目 個人住民税  法人住民税  住民税(利子割)  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（       ） 

要望 

項目名 
商業・サービス中小企業活性化税制の創設 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

次により、中小商業、サービス業の活性化のための投資に係る特別償却制度、税額控除制度を創設する。 

（１）対象業種等：卸売業、小売業又はサービス業を営む個人又は中小法人 

（２）対象設備の要件： 

①建物附属設備 取得価額１台60万円以上 

②器具・備品 取得価額 １台30万円以上 

（３）特別償却又は税額控除の選択適用 

特別償却: 取得価格の30％ 
税額控除：取得価格の７％ 

 

関係条文 

事業税 

法人住民 

 

減収 

見込額 
（初年度）▲９８５百万円（－） （平年度）▲９８７百万円（－） （単位：百万円） 

 

要望理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 政策目的 

 現状においても経営環境が厳しい卸売業、小売業又はサービス業を営む中小企業（以下「中小商業・サービス

業」という。）について、消費税率の二段階の引上げに備え、魅力の向上や業務改善等に資する設備投資を促進す

ることで、経営の安定化、活性化を図る。 

⑵ 施策の必要性 

地域密着型の内需型産業であり、地域経済と雇用を支える中小商業・サービス業は、デフレの進行や消費マイン

ドの低下等に伴い売上げが減少している中で、大規模店との価格競争を余儀なくされ、厳しい経営環境に置かれて

おり、リーマンショックや東日本大震災以後の業況の回復テンポも製造業に比して鈍いものとなっている。 

こうした状況下において、消費税率の二段階の引上げは、価格転嫁の困難なことによる利益の減少や駆け込みの

需要増と反動での需要減に伴う大幅な収益ギャップ等により、中小商業・サービス業の経営体力に深刻な打撃を与

え、これらの事業者の廃業の増加や雇用の縮小を招き、地域の経済、雇用に大きな影響を与える可能性がある。 

そのため、消費税率の二段階の引上げに備え、中小商業、サービス業の魅力の向上や業務改善に資する設備投資

を促進することで、経営の安定化、活性化を図ることが必要である。 

 

（参考） 

○社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案及

び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正

する法律案の国会提出に伴う今後の対応について（平成 24年３月30日閣議決定） 

・中小事業者のために必要な財政上、税制上その他の支援措置を検討する 

○消費税の円滑かつ適正な転嫁等に関する検討本部「転嫁対策・価格表示に関する方向性についての検討状況（中

間整理）」（平成24年5月31日） 

・民主党が取りまとめた「転嫁対策・価格表示のあり方について※」において提言されている予算措置・税制措置

を含め、予算編成や税制改正等の過程において、必要な財政上、税制上その他の支援措置を検討する。 

※民主党転嫁対策・価格表示のあり方検討ＷＴ「転嫁対策・価格表示のあり方について」（平成 24年５月14日） 

・現下の景気状況の下で雇用維持に努めている中小企業や国民の食生活を支える農林水産業などの実情を十分に踏

まえた上で、適切な予算措置や税制措置等を検討すべき。 
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中小製造業、非製造業の業況判断ＤＩの推移 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 （出典）（独）中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」 

 

消費税率引上げにより業績に悪影響と回答した企業の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）帝国データバンク「消費税率引き上げに対する企業の意識調査」（2012） 

 

本要望に 

対応する 

縮減案 

 

― 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

≪大目標≫ 

食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農山漁村の振興、農業の多面的機能の発揮、森林

の保続培養と森林生産力の増進、水産資源の適切な保存・管理等を通じ、国民生活の安定向上

と国民経済の健全な発展を図る。 

≪中目標≫ 

食料の安定供給の確保 

≪政策分野≫ 

食品産業の持続的な発展 

 

政策の達成目標 中小商業、サービス業における魅力の向上や業務の改善等に資する設備投資を促進することによ

り、売上高の安定化、向上を図る。 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

 

平成 25年度より３年間 

同上の期間中

の達成目標 

 

政策目標に同じ 

政策目標の 

達成状況 

 

－ 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

（適用事業者数） 

平成25年度 2,620社 

平成26年度 2,724社 

平成27年度 2,834社  

（減収額） 

平成25年度 985百万円 

平成26年度 985百万円 

平成27年度 993百万円  

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

厳しい経営環境を打破し、経営の安定化を図るため、老朽化設備の更新や新商品、新サービスの

提供等に係る設備の導入等を進める必要性を感じている中小商業・サービス業の事業者が一定程度

存在している一方で、足下で、中小商業・サービス業全体の設備投資額は、減少傾向にある。 

そのため、本特例措置により投資環境を整備することは、中小商業・サービス業における魅力向上や業

務改善等に資する投資を促進することにつながり、中小商業・サービス業の経営の安定化、活性化が図

られることとなる。     

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

中小企業投資促進税制 

中小企業者等が一定の金額以上の機械・装置又は器具・備品を購入する場合、特別償却（30％）

又は税額控除（7％）の適用を受けることができる。 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

 

－ 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

 本特例措置は、中小商業・サービス業の魅力の向上や業務改善等を図るための設備投資の促進を

目的としており、対象設備も、担保の改装に係る建物附属設備や看板等の器具及び備品としている

ことから、目的及び適用の範囲が異なる。 

要望の措置の 

妥当性 

 
本特例措置の対象は、景況の回復テンポが製造業に比べて遅く、かつ、人件費率が高いこと等か

ら消費税率の引上げの影響を受けやすい、中小・商業サービス業に限定しており、国民の納得でき
る必要最小減の特例措置となっている。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

 

 

－ 

税負担軽減措置等の

適用による効果（手段

としての有効性） 

 

－ 

前回要望時の 

達成目標 

 

 

－ 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の

理由 

 

 

－ 

 

これまでの要望経緯 

 

 

－ 
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